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１ 目的 

  人口減少、少子高齢化が進む中で、高齢者や子育て世代のほか外国人住民を含むあらゆる

世帯が安心・快適に暮らせる生活環境の実現、効率的かつ持続可能なまちづくりの経営が求

められる。特に、本市における、外国人住民数は令和８年３月末時点で約４％を占めている

状況を踏まえ、集合住宅の所有者及び管理者を特定し、管理実態を把握することにより、適

切な維持管理を促進することを目的とする。 

 

２ 委託の概要 

（１） 業 務 名：泉佐野市集合住宅情報調査 

（２） 業務内容：別紙「泉佐野市集合住宅情報調査 業務委託仕様書」のとおり 

 

３ 選考方式 

  公募によるプロポーザル方式 

 

４ 事業実施期間 

  契約締結日から令和９年２月２８日まで 

  ただし、期間内であっても業務委託を行うことが適当でないと認めるときは、契約を取り

消すことがあります。 

 

５ 応募の要件 

 応募事業者は次の要件を満たしていること。 

 （１）大阪府内に本社、支店又は営業所を置いていること。 

 （２）民法第３３条に規定する法人であること。個人で応募することはできません。 

 （３）仕様書５に記載する技術者資格要件を満たしていること。 

 （４）令和８年度本市入札参加資格登録業者名簿に登録されている者で、１年間以上登録

していること。 

（５）仕様書２７に記載する業務実績条件を有していること。 

  

６ 応募事業者の制限 

 次のいずれかに該当する法人又はその他の団体は、応募事業者となることができません。 

 （１）公募開始の日から契約締結日までの間に、泉佐野市入札参加資格停止要綱に基づく資

格停止を受けているもの。 

 （２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により、一般競争入札等への参加資格

を有しないもの。 

 （３）直近２事業年度の法人税又は所得税並びに消費税、地方税（府税、市町村民税、固定

資産税）、地方消費税を滞納しているもの。 

 （４）会社更生法、民事再生法に基づき更生または再生手続きをしているもの。 

 （５）業務委託選定を行う選定委員の属する法人等。 

 （６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に掲げる暴力団及びそ

れらの利益となる活動を行うもの。 

 ※（１）～（６）については、応募の時点から、受託事業者の委託業務期間満了時まで継続

して満たす必要があります。 

 

７ 失格要件 

  提案書を提出してから最優先候補者が決定されるまでの間に、次のいずれかに該当した場
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合は、失格又は審査の対象から除外する。 

 （１）応募事業者が不渡手形又は不渡小切手を出した場合 

 （２）応募事業者が複数の提案を行った場合 

 （３）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

 （４）虚偽の内容が記載されている場合 

 （５）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

 （６）著しく信義に反する行為があった場合 

 

８ 管理基準 

 （１）法令等の遵守 

    受託事業者は、次に掲げる法令等を遵守し、委託業務を行わなければなりません。 

    ①地方自治法 

    ②労働基準法 

    ③労働安全衛生法 

    ④個人情報の保護に関する法律 

    ⑤泉佐野市個人情報保護条例及び同施行規則 

    ⑥泉佐野市暴力団排除条例及び同施行規則 

 （２）個人情報等の取り扱い及び守秘義務 

受託事業者は、個人情報を取り扱う場合については、漏洩滅失または毀損の防止、滅失、

改ざん防止、その他個人情報の適正な管理のため、必要な措置を講じなければなりませ

ん。委託期間が終了した後も同様とします。 

 （３）文書等の管理保管 

受託事業者は、委託された業務を遂行するにあたり、作成または収受した書類等を適   

正に管理し保存しなければなりません。  

 

９ 市が委託する委託金額 

 （１）業務委託料の上限 

    見積書については、仕様書に基づき作成してください。業務委託料は、限度額４，６

０９千円とし、提案についてはこれを上限とします。 

  (２) 業務委託料の支払方法等 

    年間の業務委託料の支払は、委託業務完了後一括払いで支払うものとする。 

 

１０ 応募・選定手続き 

 （１）日程 

   募集要項等の配布  令和８年５月１日（金）から 

   質疑の受付     令和８年５月１１日（月）から５月１５日（金） 

   質問に対する回答  令和８年５月２０日（水） 

   応募期間      令和８年５月２１日（木）から 

             令和８年５月２７日（水）まで 

   書類審査      令和８年６月上旬予定 

   最優先候補者決定  令和８年６月中旬予定 

 （２）募集 

   ①募集要項等の配布 

    泉佐野市ホームページ上で配付する。 

ホームページ：https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kikikanri/jumin 

https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kikikanri/ju
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   ②担当部署 

    泉佐野市危機管理室 住民生活課 

    〒５９８－８５５０ 泉佐野市市場東一丁目１番１号 

    電話 ０７２-４６３－１２１２（代表）内線:２２９８ 

    E-mail jumin@city.izumisano.lg.jp 

   ③配布書類 

    ア 泉佐野市集合住宅情報調査 募集要項 

    イ 泉佐野市集合住宅情報調査 業務委託仕様書 

 

1４ 応募方法 

 （１）応募方法 応募期間内に応募書類を、直接持参してください。 

 （２）応募期間 令和８年５月２１日（木）～令和８年５月２７日（水）の 

         午前８時４５分から午後５時１５分まで（ただし、土日祝日は除きます。） 

 （３）提出場所 泉佐野市市場東一丁目１番１号 

         泉佐野市役所 危機管理室 住民生活課 

 （４）提出書類 応募に当たっては以下の書類を提出してください。なお、必要に応じて追

加資料を提出していただく場合があります。 

番号 書 類 名 要提出 

１ プロポーザル参加申請書（様式第 1号） ○ 

２ 定款、寄附行為、又はこれらに準ずる書類 ○ 

３ 登記事項証明書 ○ 

４ 貸借対照表、収支決算書その他経営状況を説明する書類 ○ 

５ 

納税証明書 ※発行日より３ヶ月以内のもの 

・国税「様式その３の３」 

・府税「未納のない証明書」 

・泉佐野市税「市税について、未納の税額がない証明」 

  ※泉佐野市税については市内に支店等がある者のみ 

○ 

６ 印鑑証明書 ○ 

７ 応募提案書 ○ 

８ 
日本産業規格に準拠したプライバシーマークの認証の取

得を証明する書類の写し 
○ 

９ その他市長が特に必要と認める書類  

    

 （５）応募書類の提出部数及び提出方法 正本 1部及び副本（複写）５部 

 （６）応募にあたっての留意事項 

   ①応募事業者は、プロポーザル参加申請書（様式第 1号）の提出をもって、この実施要

領の記載内容を承諾したものとみなします。 

   ②応募に関して必要な費用は、応募事業者の負担とします。 

   ③応募書類提出後は、応募書類の内容の変更、再提出、差し替えは原則としてできませ

ん。 

   ④応募書類は、原則日本工業規格Ａ４判とし、ファイル等に綴じて提出してください。 

   ⑤応募に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

   ⑥提出された書類は、いかなる理由にかかわらず、返却しません。 

   ⑦選考結果についての疑義は、一切認めません。 

mailto:jumin@city.izumisano.lg.jp
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   ⑧応募の受付後に辞退する場合は、評価審査までに、辞退届（様式自由）を提出してく

ださい。 

   ⑨応募事業者から募集要項に基づき提出される書類の著作権は、原則として作成者に帰

属する。ただし、採用した応募書類等の著作権は、市に帰属するものとします。 

⑩企画提案書等で提案された内容は、実現可能なものとして仕様書に規定されたものと

みなす。実現性が低いにもかかわらず提案するようなことはしないこと。 

 （７）質疑応答 

   ①質問は質問書（様式第２号）により、住民生活課へ電子メールにより提出してくださ

い。 

   ②回答は、質疑のあった事業者名は非公表としたうえで、質疑事項への回答を全て取り

まとめて、市のホームページで公表します。 

 （８）選定方法 

    選定については、資格審査及び書面審査を行います。 

   ※前記「５ 応募の要件」を満たしていない場合、「６ 応募事業者の制限」に抵触する

場合、「７ 失格要件」に該当する場合は、プロポーザルに参加することができませ

ん。 

 （９）選定の基準 

   応募事業者の選定の評価基準は以下のとおり。 

    ①企業評価 

     ・泉佐野市集合住宅情報調査業務にかかる業務実績、受注体制 

     ・経営母体の財務健全性 

     ・泉佐野市集合住宅情報調査業務の基本的方針及び事業計画 

     ・事業運営の安定性、継続性 

    ②業務遂行能力評価 

     ・従業員等の組織体制 

     ・従業員等の勤務体制と確保 

     ・関係機関との連携 

     ・個人情報保護対策 

    ③作業手法評価 

     ・新しい魅力ある提案について 

    ④コスト評価 

     ・効率的で、適正に積算されているか。 

     ・コスト削減の取り組みがあるか。 

 （１０）選定結果の通知 

    選定結果は、評価審査対象のすべての団体に文書で通知します。６月中旬頃を予定し

ています。また選考結果は、市のホームページで公表します。 

 

１５ 契約及び協定の締結 

  最優先候補者は、すみやかに契約を締結するものとします。 

  事業の実施期間については、契約締結日から令和９年２月２８日とします。 

 

1６ その他留意事項 

  業務委託期間終了後、若しくは業務委託取消し等により、委託業務を引継ぐ際は、必要な

データ等について提供するなど円滑な引継ぎに協力しなければなりません。 


